
このマーク「   」は、地元定着のための取組（佐世保市、島原市、大村市、平戸市、対馬市、五島市、西海市、雲仙市、

南島原市、波佐見町、新上五島町）で、一定の条件をみたした場合にかぎり、返還が免除（一部または全部）。 


